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平成２３年５月３０日判決言渡    

平成２２年（行ケ）第１０３６３号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年４月２５日 

            判         決 

 

 

      原         告  サン ケミカル コーポレーション 

       

 

 

      原         告  Ａ 

 

 

原         告  Ｂ 

原告ら訴訟代理人弁護士  田   治   之   佳 

      同            上   原   恭   典 

      同            佐   藤   史   肇 

      同            野   口   英 一 郎 

      原告ら訴訟代理人弁理士  辻   永   和   徳 

 

被         告  特  許  庁  長  官 

                    

      指 定 代 理 人  小   林   和   男 

      同            須   藤   康   洋 

主         文 

１ 特許庁が不服２０１０－１３８４４号事件について平成２２年７月９日
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にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   主文と同旨 

第２ 当事者に争いのない事実 

１ 特許庁における手続の経緯 

(1) 原告サン ケミカル コーポレーション（以下「原告サン ケミカル」とい

う。），原告Ａ（以下「原告Ａ」という。）及び原告Ｂ（以下「原告Ｂ」という。）は，

発明の名称を「チオキサントン誘導体，およびカチオン光開始剤としてのそれらの

使用」とする発明（以下「本願発明」という。）の特許を受ける権利の共有者である。

原告らは，平成１５年２月２６日，本願発明について，特許出願をした（国際出願

番号 ＰＣＴ/ＵＳ２００３/００５８２０，出願番号 特願２００３－５７１２７

４。優先権主張 平成１４年２月２６日 英国（グレート・ブリテン及び北アイル

ランド連合王国）。以下「本件出願」という。）（乙１）。 

(2) 平成１６年８月２４日，弁理士辻永和徳（以下「辻永弁理士」という。）は，

【特許出願人】の欄に原告サン ケミカルの名称のみを記載した国内書面を提出し

たが，特許庁は，同年１２月１４日，辻永弁理士に対して，「発明者の『Ａ』『Ｂ』

は発明者でもあり出願人となっている。」旨注記した上，【特許出願人】の欄を正確

に記載するよう手続補正指令書を発送した（甲５，乙１，２）。辻永弁理士は，同年

１２月２１日，「錯誤により出願人を間違えましたので補正致します。」と理由を付

記した上，原告Ａ及び原告Ｂを国内書面の出願人に追加する旨の手続補正書を提出

した（乙３）。 

(3) 特許庁は，本件出願について，平成２２年２月２２日付けで拒絶査定（以下

「本件拒絶査定」という。）をしたが，本件拒絶査定書には，特許出願人として「サ

ン・ケミカル・コーポレーション（外２名）」，その代理人として，辻永弁理士の氏
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名が記載されている（甲３）。 

(4) 辻永弁理士は，平成２２年６月２３日，代理人として本件拒絶査定に対する

不服審判（不服２０１０－１３８４４号事件。以下「本件審判」という。）を請求し

たが，同審判請求書（以下「本件審判請求書」という場合がある。）における【審判

請求人】欄には，原告サン ケミカルの名称のみを記載し，その余の特許出願人２

名の氏名を記載しなかった（甲４）。 

(5) 特許庁は，平成２２年７月９日，本件審判の請求を却下する旨の審決をした

（以下「本件審決」という。）。 

 ２ 本件審決の理由 

 本件審決の理由は，以下のとおりである。 

すなわち，本件は，特許を受ける権利が「Ａ」，「Ｂ」及び「サン・ケミカル・コ

ーポレーション」の共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求であるから，

この請求は，特許法第１３２条第３項の規定により，上記共有者の全員が共同して

請求しなければならないところ，本件は，その一部の者である「サン・ケミカル・

コーポレーション」によってなされたものであるから不適法な請求であって，その

補正をすることができないものである。 

第３ 当事者の主張 

１ 取消事由に関する原告らの主張 

本件審決は，原告ら全員が共同して本件審判請求を行っていないとした判断の誤

り（取消事由１），補正を命じることを怠った違法（取消事由２）があるから，違法

なものとして取り消されるべきである。 

(1) 原告ら全員が共同して本件審判請求を行っていないとした判断の誤り（取消

事由１） 

ア 原告らは，日本国内に住所又は居所を有さず，特許管理人によらなければ，

特許出願等特許に関する手続等を行うことができない（特許法８条１項）。原告らは，

特許出願等の諸手続を辻永弁理士に依頼して行っているのであるから，辻永弁理士
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は特許管理人である。特許管理人は，包括的代理権を有しており（同条２項），辻永

弁理士も本件諸手続に関し，包括的な代理権を有している。 

特許管理人が在外者を代理して特許に関する諸手続を行うに当たり，日本国内に

住所又は居所を有する者の代理人の場合と異なり，書面による証明も含めて，その

代理権の存在を証明することは求められていない。したがって，特許庁が，特許に

関する諸手続を行っている者が特許管理人であるという事実を認識していれば，特

許庁は，手続を行っている者が包括的代理権を有しており，その包括的代理権に基

づいて特許に関する手続を行っていることも，認識しているはずである。 

特許庁は，本願発明に関する諸手続が特許管理人によってされていることを認識

していたから，原告らが，拒絶査定に対する不服審判請求に関する手続も含め，本

願発明に関する一切の手続を行う代理権を特許管理人に与え，同人が原告らから授

権された包括的代理権に基づいて，本願発明に関する一切の手続を行っていたとい

う事実を認識していた。 

イ 平成１８年１月３１日に特許庁に対し提出された出願審査請求書には，請求

人として原告ら３名が，代理人として辻永弁理士が記載されている。このような事

実に照らすならば，出願審査請求書を受領した特許庁は，辻永弁理士が特許を受け

る権利の共有者である原告ら全員を代理して出願審査請求を行っていたことを認識

していた。 

また，特許庁は平成２１年８月７日付けで拒絶理由通知書を辻永弁理士に発送し

ており，その表題部分には，特許出願人代理人として辻永弁理士の氏名が記載され

ている。さらに，特許庁が，平成２２年２月２５日付けで辻永弁理士に発送した拒

絶査定書の表題部分には，特許出願人として「原告サン・ケミカル・コーポレーシ

ョン（外２名）」と原告らの名称が記載されている。 

このように，特許庁が行った拒絶理由通知及び拒絶査定は，辻永弁理士が，特許

を受ける権利の共有者である原告ら全員を代理して行った出願審査請求に対して

行われているのであり，その法的効果が本人である原告らに帰属することも特許庁
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は認識していた。そして，拒絶理由通知や拒絶査定等の法的効果が確定することに

よって不利益を被るのは原告らであるから，その内容が確定することを防ぐために

行われる不服申立手続は，原告らの意思に基づき，その利益を実現するために行わ

れていたと合理的に理解できる。本件審判請求は，包括代理権を有する特許管理人

である辻永弁理士が原告ら全員のために行っていたのであり，そのことは特許庁も

十分認識している。 

なお，本件審判請求書の提出物件目録に記載されている包括委任状番号は原告サ

ン ケミカルの包括委任状番号のみであるが，特許管理人が拒絶査定不服審判の請

求を行う場合，包括委任状の提出を含め，代理権の所在を証明する書面を提出する

運用はされていない。したがって，原告Ａ及び原告Ｂの包括委任状の番号が記載さ

れていなかったとしても，そのことによって，原告Ａ及び原告Ｂに審判請求の意思

がないと判断することはできない。 

(2) 補正を命じることを怠った違法（取消事由２） 

本件審判請求は特許を受ける権利の共有者である原告ら全員が共同して行ってい

るのであるから，本件審判請求書の審判請求人欄に原告Ａや原告Ｂの記載がされて

いないことは，特許法１３１条１項に規定する方式についての不備に当たる。した

がって，同法１３３条１項により，審判長は，相当の期間を指定してその表示の補

正をすべきことを命じなければならず，補正を命じることなく直ちに本件審判請求

を却下した審決は，同条項に反する違法がある。 

 ２ 被告の反論 

(1) 原告ら全員が共同して本件審判請求を行っていないとした判断の誤り（取消

事由１） 

ア 特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は他の共有者と共同でなけ

れば特許出願をすることができず（特許法３８条），特許を受けようとする者は，願

書に特許出願人の氏名又は名称等を記載しなければならない（同法３６条１項）旨

規定されている。そして，特許を受ける権利の共有者が，その共有に係る権利につ
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いて審判を請求するときは，共有者の全員が共同して請求しなければならず（同法

１３２条３項），また，審判を請求する者は，審判請求書に，当事者及び代理人の氏

名又は名称等を記載しなければならない（同法１３１条１項）旨規定されている。

さらに，審判請求書の補正は，その要旨を変更するものであってはならない（同法

１３１条の２第１項）旨規定されている。 

審判請求書の審判請求人を追加又は変更することは，その要旨を変更するものと

解すべきである。ところで，審判請求書の請求人の欄に記載されていない者であっ

ても，審判請求期間満了までに提出された書面から共同して審判を請求する意思が

表示されているものと推認することができるときには，審判請求書の方式に不備が

あるものとみて，審判長名による補正命令がなされ，それに応答して審判請求書に

欠落している共同出願人を補正することは許されるが，共同して審判を請求する意

思が表示されているものと推認することができないときには，その欠陥の補正は許

されないというべきである。 

 イ 本件出願は，原告らによる共同出願である。しかし，本件審判請求書には，

請求人として原告サン ケミカルが記載されているのみで，原告Ａや原告Ｂは記載

されておらず，代理人として辻永弁理士が記載され，提出された目録には「【包括委

任状番号】０５０４２７０」が記載され，同包括委任状番号「０５０４２７０」は，

辻永弁理士に対する原告サン ケミカルの包括委任状番号である。本件審判請求書

の記載によると，原告サン ケミカルのみが審判請求人であり，それを代理する辻

永弁理士も原告サン ケミカルから包括委任を受けたものであって，原告Ａや原告

Ｂも共同審判に係る請求人であることの記載も示唆もない。また，本件審判請求書

と同日付けで提出された手続補正書にも，補正をする者として原告サン ケミカル

が，代理人として辻永弁理士の氏名が記載されているのみである。本件出願後，実

体審理に入ってから提出された平成２１年１１月３日付意見書（乙４）及び手続補

正書（乙５）にも，特許出願人又は補正をする者として原告サン ケミカルが，代

理人として辻永弁理士が記載されているのみであり，実体審査以降，共同出願であ
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るにもかかわらず，実質的に原告サン ケミカルのみが応答して手続を行っている。 

以上のような経緯を勘案すると，辻永弁理士が代理人として行った本件審判請求

は，原告サン ケミカルが単独で行ったものというべきであり，実質的に原告らの

共同審判請求の意思表示であると推認することはできない。 

 したがって，本件審判請求は，特許法１３２条３項に違反してされたものである。 

(2) 補正を命じることを怠った違法（取消事由２） 

前記のとおり，本件審判請求は原告サン ケミカルが単独で行ったものであり，

本件審判請求書の全趣旨や審判請求期間満了までに提出された書面から勘案しても

原告Ａや原告Ｂが請求人になっていると推認させるものはないから，本件審判請求

書の請求人に原告Ａ及び原告Ｂを追加する補正は，その要旨を変更するものである。

したがって，審判請求人に対し補正の機会を与えず，本件審判請求を却下した本件

審決には何ら違法はない。 

第４ 当裁判所の判断 

 本件審決では，原告Ａ及び原告Ｂは，形式的には，審決の名宛人とされていない。

しかし，同原告らは，本願発明に係る特許を受ける権利の共有者であること，原告

らは，審判請求においても，原告サン ケミカルと共同審判請求人であった旨を主

張して，本件審決取消訴訟を提起していることから，特許法１７８条２項の「当事

者」に準ずる者として，本件審決の効力の有無について法律上の利益を有するもの

として，上記原告らには，本件審決の取消しの訴えについて原告適格があると解す

べきである。 

 そこで，原告らの主張する取消事由１及び２について，判断する。 

１ 争いのない事実及び認定事実 

 (1) 原告らは，本願発明の特許を受ける権利の共有者であるが，平成１５年２月

２６日，本願発明について特許出願をした。原告サン ケミカルはアメリカ合衆国

の法人であり，原告Ａ及び原告Ｂは英国内に住所又は居所を有する者であり，いず

れも日本国内に営業所又は住所若しくは居所を有しない。 
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 (2) 平成１６年８月２４日，辻永弁理士は，国内書面を提出したが，同書面の【特

許出願人】欄には，原告サン ケミカルの名称のみを記載し，他の原告らの氏名を

記載しなかった（甲５）。特許庁は，同年１２月８日付けで，特許出願人代理人であ

る辻永弁理士あてに，原告Ａ及び原告Ｂは発明者であると共に出願人でもあるとし

て，国内書面の特許出願人の欄を補正するよう手続補正を指令し，辻永弁理士は，

同月２１日，錯誤により出願人を間違えた旨付記した上，原告Ａ及び原告Ｂを国内

書面の特許出願人に追加する旨の手続補正を行った（乙１ないし３）。 

 辻永弁理士は，特許庁に対し，平成１７年３月１６日付けの原告サン ケミカル

の辻永弁理士に対する包括委任状を提出した。なお，原告Ａ及び原告Ｂの委任状は

特許庁に提出されていない（乙６）。 

(3) 辻永弁理士は，平成１８年１月３１日，本件出願につき審査請求をしたが，

同審査請求書には，請求人として原告ら３名の名称，代理人として辻永弁理士の氏

名を記載した（甲１）。 

 (4) 特許庁は，本件出願については，平成２２年２月２２日付けで本件拒絶査定

をしたが，本件拒絶査定書では，特許出願人として「サン・ケミカル・コーポレー

ション（外２名）」と記載し，代理人に辻永弁理士の氏名を記載した（甲３）。 

 (5) 辻永弁理士は，平成２２年６月２３日，代理人として本件審判を請求したが，

本件審判請求書には，出願番号として「特願２００３－５７１２７４」，審判の種

類として「拒絶査定不服審判事件」と記載され，審判請求人欄には原告サン ケミ

カルとその識別番号が，代理人欄には辻永弁理士の氏名が，目録欄には包括委任状

番号として原告サン ケミカルの包括委任状の番号が記載されていた（甲４，乙６）。 

 ２ 判断 

(1) 特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は他の共有者と共同でなけ

れば特許出願をすることができず（特許法３８条），その共有に係る権利について審

判を請求するときは，共有者の全員が共同して請求しなければならない（同法１３

２条３項）。 
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また，特許を受けようとする者は，特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならず（同法３６条１項），拒絶査定

に対して不服審判を請求する者は，当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は

居所を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならないとされている（同法

１３１条１項）。したがって，共有者の全員が一人の代理人に対して拒絶査定不服審

判の請求を委任し，その代理人が，共有者のために拒絶査定不服審判を請求する際

には，審判請求書に請求人として共有者全員の氏名を記載することが求められる。 

(2) 上記規定によれば，審判請求書には審判請求人全員の氏名を記載しなければ

ならないのであるが，他方，共有に係る権利の共有者全員の代理人から審判請求書

が提出された場合において，共有者全員が「共同して請求した」といえるかどうか

については，単に審判請求書の請求人欄の記載のみによって判断すべきものではな

く，その請求書の全趣旨や当該出願について特許庁が知り得た事情等を勘案して，

総合的に判断すべきである。 

ところで，共有に係る特許を受ける権利についての審判請求のように，共有者全

員が共同して請求しなければならないと規定されている場合に，代理人が，共有者

全員から拒絶査定不服審判請求について委任を受けているにもかかわらず，共有者

の一部の者のみを代理して拒絶査定不服審判を請求することは，あえて不適法な審

判請求をすることとなり，そのような行為は，不自然かつ不合理であるといえるか

ら，代理人がそのような共有者全員の利益を害するような行為を行うことは，通常

考えられない。そうだとすると，その代理人から審判請求書を受理する特許庁とし

ては，代理人がこのような不合理な行為を行うやむを得ない特段の事情が推認され

る場合はさておき，そのような事情がない限り，審判請求書の記載上，共有者の一

部の者のためにのみする旨の表示となっている場合があったとしても，そのような

審判請求書は，誤記に基づくものであると判断するのが合理的である。 

(3) 上記の観点から，本件について検討する。前記のとおり，①原告らは，いず

れも日本国内に営業所又は住所若しくは居所を有しない者であり，特許に関する代
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理人である特許管理人によらなければ特許法に基づく諸手続を行うことができず，

しかも，特許管理人は原則として一切の手続について本人を代理するという包括的

な代理権を有していること（特許法８条１項，２項），②原告らは，本願発明に係

る特許法に基づく諸手続を辻永弁理士に委任しており，同弁理士は原告らの特許管

理人であったこと，③特許庁は，特許出願過程において，平成１６年１２月８日付

けで，特許出願人代理人である辻永弁理士あてに，原告Ａ及び原告Ｂが発明者であ

ると共に出願人でもあると理解した上，国内書面の特許出願人の欄を補正するよう

手続補正を指令し，これに応じて，辻永弁理士は，同月２１日，錯誤により出願人

を間違えた旨付記した上，原告Ａ及び原告Ｂを国内書面の特許出願人に追加する旨

の手続補正を行ったこと，④特許庁は，本件出願について，平成２２年２月２２日

付けで本件拒絶査定をしたが，本件拒絶査定書には，特許出願人として「サン・ケ

ミカル・コーポレーション（外２名）」と記載し，代理人に辻永弁理士の氏名を記

載したこと等の事実が認められる。 

以上の事実を総合すれば，辻永弁理士が本件審判請求書を提出することによって

した審判請求は，審判請求書の記載上，原告サン ケミカルの名称のみ表記され，

原告Ａ及び原告Ｂの氏名は表記されていないが，辻永弁理士に原告ら全員のために

する意思があることは明らかであり，しかも，特許庁においても，その意思は，十

分に知り得たものというべきである。したがって，本件審判請求は請求人が原告ら

３名であるにもかかわらず，本件審判請求書には請求人として原告サン ケミカル

のみが記載されている場合であるから，同法１３１条１項の定める方式について不

備があることとなる。このような場合，審判長は，同法１３３条１項に基づき，原

告らの代理人たる辻永弁理士に対して，相当の期間を定めてその補正をすべきこと

を命じなければならなかったといえる。 

(4) これに対し，被告は，本件審判請求書に請求人として原告サン ケミカルの

みが記載され，提出物件の目録として，原告サン ケミカルの辻永弁理士に対する

包括委任状の番号のみが記載されていたこと，本件審判請求書と同日付けで提出さ
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れた手続補正書にも，補正をする者に原告サン ケミカルしか記載されていなかっ

たこと，本件出願手続で提出された平成２１年１１月３日付意見書（乙４）及び手

続補正書（乙５）にも，特許出願人又は補正をする者として原告サン ケミカルし

か記載されていなかったことを挙げて，辻永弁理士が本件審判請求書を提出するこ

とによってした審判請求は，原告サン ケミカルのみが行ったと解すべきであると

主張する。 

しかし，前記のとおり，①辻永弁理士は，平成１８年１月３１日，本件出願につ

き審査請求をしたが，同審査請求書には，請求人として原告ら３名の名称，代理人

として辻永弁理士の氏名を記載していること，②特許庁は，本件出願について，平

成２２年２月２２日付けで本件拒絶査定をしたが，本件拒絶査定書では，特許出願

人として「サン・ケミカル・コーポレーション（外２名）」と記載し，特許出願人

が原告ら３名であることを前提として手続を行ったこと，③本件審判請求書には本

件出願の出願番号が記載され，本件審判は本件拒絶査定に対する不服手続であるこ

とが明白であること，④原告らはいずれも日本国内に営業所又は住所若しくは居所

を有しないことから，辻永弁理士は原告らの特許管理人であり，包括的な代理権を

有していることを，特許庁が認識していること等の諸経緯に照らすならば，本件審

判請求書に，原告Ａ及び原告Ｂの氏名が表記されなかったのは，過誤に基づくもの

であって，原告らの共同請求であると認めるのが合理的である。 

なお，本件では，本件出願後，特許庁に対し，原告サン ケミカルから辻永弁理

士に対する包括委任状は提出されているが，原告Ａ及び原告Ｂから同弁理士に対す

る包括委任状は提出されていない。しかし，特許法や特許法施行規則において，代

理人による特許出願の場合に委任状の提出は義務付けられておらず，委任状の提出

を要しない実務慣行の存在も推認されること，特許庁も原告Ａ及び原告Ｂの委任状

の提出を求めることはなく，辻永弁理士が同原告らの代理人であるとして出願手続

を進めてきていること等の経緯に照らすならば，原告Ａ及び原告Ｂから同弁理士に

対する包括委任状が提出されていない事実をもって，本件審判請求が，原告らの共
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同意思に基づく請求であることを否定する根拠とはならない。なお，日本国内に住

所又は居所（法人にあっては営業所）を有する者が代理人に拒絶査定不服審判の請

求を委任する場合は，特別の授権を要し（特許法９条），その代理権の授与は書面を

もって証明しなければならないが（同法施行規則４条の３），特許管理人である辻永

弁理士は，包括的な代理権を有しており，拒絶査定不服審判を請求するに当たって

も特別の授権は必要ないことからすると，原告Ａ及び原告Ｂの包括委任状が特許庁

に提出されておらず，そのため，本件審判請求書の提出物件の目録にも同原告らの

包括委任状の番号は記載されていなかったとしても，そのことをもって，原告Ａ及

び原告Ｂには本件審判を請求する意思がないことの根拠にもならない。 

(5) 以上によれば，審判長は，不適法かつ補正し得ない審判請求であるとして，

原告らの代理人である辻永弁理士に対して，補正命令をすることなく，審決をもっ

て本件審判請求を却下したものであるから，本件審決は違法であって，取り消され

るべきである。 

３ よって，原告ら主張の取消事由１及び２は理由があるので，本件審決を取り

消すこととする。 
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